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日
々
色
々
な
物

事
が
身
の
回
り
に

生
じ
て
く
る
が
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま

受
け
取
ら
ず
に

「
批
判
的
」
に
考

え
る
こ
と
も
時
に

は
必
要
だ
。
例
え
ば
食
事
の
味

や
洋
服
の
色
、
趣
味
の
内
容
、

会
議
で
の
他
人
の
意
見
な
ど

様
々
で
あ
る
。
現
代
で
は
噂
や

広
告
、
ネ
ッ
ト
の
意
見
な
ど

色
々
な
情
報
が
多
す
ぎ
る
の

で
、
そ
の
中
か
ら
自
分
に
何
が

必
要
な
の
か
見
極
め
る
力
が
求

め
ら
れ
る
。
批
判
的
に
考
え
る

こ
と
は
単
に
否
定
し
た
り
粗
探

し
を
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な

い
。
ま
た
表
面
だ
け
の
魅
力
的

な
言
葉
に
流
さ
れ
ず
、
よ
り
良

い
答
え
に
近
づ
く
た
め
に
条
件

や
デ
メ
リ
ッ
ト
を
丁
寧
に
確
認

し
判
断
も
で
き
る
よ
う
に
な
る

▼
批
判
的
と
い
う
の
は
「
何
で

も
疑
っ
て
否
定
す
る
態
度
」
と

誤
解
さ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
れ
は

相
手
を
攻
撃
し
た
り
人
格
を
否

定
し
た
り
す
る
「
非
難
」
と
間

違
わ
れ
、
単
に
「
う
る
さ
い
奴
」

だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
。し
か
し
、

あ
る
人
に
主
張
や
意
見
に
つ
い

て
の
異
論
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
は

人
格
の
否
定
で
は
な
く
、
逆
に

異
論
を
き
っ
か
け
に
再
考
す
る

こ
と
で
よ
り
良
い
方
向
に
展
開

が
あ
り
、
お
互
い
に
理
解
が
生

ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
▼
ま
た

批
判
的
な
意
見
を
言
わ
れ
た
か

ら
と
、そ
の
相
手
の
意
見
を「
間

違
い
」
と
決
め
つ
け
ず
に
、
そ

れ
に
対
し
て
耳
を
傾
け
る
こ
と

も
、
う
ま
く
折
り
合
い
を
つ
け

る
た
め
の
一
助
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
批
判
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
疑
わ
れ
て
い
る
こ
と
で

は
な
く
、
よ
り
理
解
に
近
づ
こ

う
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
判

断
し
、
そ
れ
ら
を
受
け
止
め
よ

う
と
す
る
姿
勢
も
大
切
だ
。

（
Ｍ
）

田中麻衣子
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「
診
療
の
一
部
が

保
険
外
に
」
の
追
及
も

健
保
法
改
定
案
に
よ
る
負
担
増
衆
院
可
決

「OTC類似薬」への追加負担反対“患者（請願）署名”「OTC類似薬」への追加負担反対“患者（請願）署名”

2千筆2千筆に迫る
「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
」
追
加
負
担

現
役
世
代
に
直
撃

法
案
撤
回
を
要
請

　

４
月
２３
日
、
協
会
は
国
会
行
動
を
実
施
し
、
新
田
章
文
議
員
（
衆
・
自
民
）

の
ほ
か
、６
名
の
議
員
秘
書
と
懇
談
を
行
っ
た
（
議
員
懇
談
の
詳
細
は
２
面
）。

二
村
副
理
事
長
、
藤
田
・
宮
澤
・
小
柳
各
理
事
が
赴
い
た
。

こ
に
原
油
不
足
に
よ
る
医
療
用

資
材
の
不
足
・
高
騰
が
重
な
り
、

医
院
経
営
は
依
然
厳
し
い
と
強

調
し
た
。
ま
た
備
蓄
の
放
出
も

一
時
的
な
も
の
で
、
根
本
解
決

に
は
至
ら
な
い
と
し
た
。

　

議
員
は
中
東
情
勢
の
収
束
を

望
む
と
と
も
に
、
流
通
の
目
詰

ま
り
の
解
消
等
に
尽
力
し
て
い

る
と
し
た
。
ま
た
「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類

を
寄
せ
た
。
ま
た
、
懇
談
終
了

後
、
金
澤
議
員
本
人
と
短
時
間

な
が
ら
面
会
し
、
要
請
を
行
っ

た
（
そ
の
他
議
員
秘
書
と
の
懇

談
は
２
面
）。

似
薬
」
の
患
者
負
担
増
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
日
本
の
社
会
保

障
制
度
は
素
晴
ら
し
い
制
度
で

あ
り
、
そ
の
中
で
ど
う
し
て
い

く
か
の
観
点
が
あ
る
と
し
た
。

◇

　

こ
の
ほ
か
、
丸
尾
南
都
子
議

員
（
衆
・
自
民
）
に
資
料
を
手

交
し
た
。
丸
尾
議
員
が
４
月
２２

日
の
厚
労
委
員
会
で
初
質
問
に

立
っ
た
際
、
診
療
報
酬
に
つ
い

て
現
場
に
即
し
た
対
応
を
求
め

た
経
緯
を
踏
ま
え
、
謝
意
と
と

も
に
必
要
に
応
じ
て
資
料
提
供

す
る
旨
を
伝
え
た（
詳
細
２
面
）。

　

金
澤
結
衣
議
員
（
衆
・
自
民
）

の
秘
書
・
森
近
氏
と
の
懇
談
で

は
、「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
」
の
追

加
負
担
に
つ
い
て
、
ロ
キ
ソ
ニ

ン
や
ム
コ
ダ
イ
ン
等
の
汎
用
薬

が
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
対
象

薬
剤
を
常
用
し
て
い
る
患
者
に

と
っ
て
は
死
活
問
題
と
な
る
と

訴
え
た
。
森
近
氏
は
抗
ア
レ
ル

ギ
ー
薬
を
挙
げ
、
身
近
な
問
題

と
し
て
影
響
の
大
き
さ
に
関
心

　

４
月
２８
日
、
一
部
保
険
外
療

養
の
創
設
な
ど
問
題
含
み
の
健

保
法
改
定
案
が
衆
院
本
会
議
で

賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。
こ

れ
に
先
立
ち
厚
労
委
員
か
ら
は

「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
だ
け
で
な
く
、

（
法
文
上
）
診
療
そ
の
も
の
の

一
部
が
保
険
適
用
外
に
な
る
」

と
の
追
及
や
、
患
者
実
態
に
配

慮
し
改
善
す
べ
き
と
の
声
が
上

が
っ
て
い
た
。
舞
台
は
与
党
過

半
数
割
れ
の
参
院
へ
と
移
る
。

　

４
月
１５
日
の
衆
院
厚
労
委
員

会
で
は
「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
だ
け

で
な
く
、
診
療
そ
の
も
の
の
一

部
が
保
険
適
用
外
に
な
る
の

か
」
と
共
産
・
辰
巳
孝
太
郎
議
員

が
追
及
。
そ
れ
に
対
し
上
野
厚

労
相
は
「
文
と
し
て
は
そ
う
読

め
る
か
も
し
れ
な
い
が
」
と
し

つ
つ
、
本
法
案
の
附
則
に
お
け

る
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
給
付

見
直
し
に
関
す
る
規
定
で
勘
案

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
は
、
Ｏ

Ｔ
Ｃ
類
似
薬
に
関
す
る
各
種
状

況
で
あ
り
、
医
薬
品
に
つ
い
て

行
う
も
の
と
答
弁
。
厚
労
省
の

間
保
険
局
長
は
〝
現
時
点
で
は

想
定
し
て
い
な
い
〟と
し
た
。辰

巳
議
員
は
「
政
策
的
に
は
現
時

点
で
考
え
て
い
な
い
だ
け
で
、

法
文
上
は
診
察
や
処
置
、
手
術

な
ど
も
保
険
外
し
の
対
象
に
含

ま
れ
る
」
と
指
摘
。「
対
象
や
金

額
の
拡
大
の
歯
止
め
が
な
い
」

と
改
定
案
の
撤
回
を
求
め
た
。

　

こ
の
ほ
か
厚
労
委
員
会
で

は
、
▽
が
ん
患
者
、
▽
年
間
を

通
じ
て
治
療
が
必
要
な
ア
ト
ピ

ー
性
皮
膚
炎
の
患
者
、
▽
高
校

生
年
代
ま
で
の
子
ど
も
―
な
ど

は
「
別
途
の
負
担
」
の
対
象
外

と
の
認
識
が
示
さ
れ
た
。

２０
日
に
は
高
額
療
養
費
な
ど

の
支
給
要
件
・
支
給
額
の
決
定

に
関
す
る
考
慮
事
項
を
定
め
る

議
員
立
法
を
、中
道
改
革
連
合
・

チ
ー
ム
み
ら
い
・
共
産
党
が
共

同
で
衆
院
に
提
出
。
支
給
を
受

け
る
人
が
療
養
な
ど
に
必
要
な

費
用
の
負
担
に
よ
り
生
活
に
困

窮
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
支

給
額
な
ど
を
決
め
る
際
に
は
調

査
を
実
施
し
、
影
響
を
考
慮
す

る
こ
と
を
政
府
に
求
め
た
。

　

中
道
の
早
稲
田
夕
季
議
員
は

会
見
で
「
多
数
回
該
当
と
年
間

上
限
に
は
配
慮
が
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
こ
に
該
当
し
な
い
患
者

の
自
己
負
担
が
増
え
る
可
能
性

が
大
変
大
き
い
」
と
し
、
実
態

に
配
慮
し
た
改
善
を
求
め
た
。

２１
日
の
大
臣
会
見
で
記
者
は

「
現
役
世
代
の
花
粉
症
患
者
に

と
っ
て
は
負
担
増
に
し
か
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
し
、

花
粉
症
は
対
象
に
な
る
の
か
と

質
問
。
上
野
厚
労
相
は
対
象
に

な
る
と
の
想
定
を
示
し
つ
つ
、

今
後
の
有
識
者
検
討
会
や
中
医

協
等
で
検
討
す
る
と
応
じ
た
。

　

法
案
は
２４
日
の
衆
院
厚
労
委

員
会
に
て
賛
成
多
数
で
可
決
さ

れ
た
。
中
道
等
が
共
同
提
出
し

た
議
員
立
法
は
採
決
せ
ず
、
同

法
案
の
趣
旨
等
が
盛
り
込
ま
れ

た
附
帯
決
議
を
採
択
し
た
。

　

メ
デ
ィ
ア
は
「『
保
険
は
ず

し
』
が
薬
代
か
ら
医
療
全
体
に

広
が
る
」
な
ど
と
指
摘
し
、
広

が
り
を
見
せ
て
い
る
。

受
診
も
た
め
ら
う
」、「
年
金
ぐ

ら
し
な
の
で
、
こ
れ
以
上
の
負

担
は
や
め
て
い
た
だ
き
た
い
」

な
ど
悲
痛
な
声
が
届
く
。

追
加
負
担
、
薬
に

と
ど
ま
ら
ず
診
療

行
為
に
も
拡
大
!?

　

こ
の
追
加
負
担
は
現
役
世
代

の
保
険
料
負
担
軽
減
に
資
す
る

と
さ
れ
る
が
、
保
険
料
は
僅
か

月
３３
円
の
軽
減
に
と
ど
ま
る
一

方
、
現
役
世
代
が
頻
繁
に
処
方

さ
れ
る
薬
剤
が
追
加
負
担
の
対

象
と
な
り
、
結
果
と
し
て
現
役

世
代
の
負
担
が
か
え
っ
て
増
加

す
る
な
ど
、
大
き
な
問
題
を
孕

ん
で
い
る
。
追
加
負
担
（
一
部

保
険
外
し
）
が
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬

に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
後
は
検
査

や
処
置
な
ど
の
診
療
行
為
に
も

拡
大
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
日
本

の
誇
る
皆
保
険
制
度
の
根
幹
を

揺
る
が
す
内
容
と
な
っ
て
い

る
。
今
法
案
は
衆
院
で
可
決
さ

れ
、
現
在
参
議
院
で
審
議
中
で

あ
る
が
、
さ
ら
に
大
き
な
声
を

上
げ
、
世
論
の
力
で
ス
ト
ッ
プ

さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

署
名
活
動
と
し
て
、
窓
口
に

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
追
加
負
担
問

題
の
ポ
ス
タ
ー
を
張
り
、
反
応

が
あ
る
患
者
さ
ん
に
説
明
し
、

署
名
協
力
を
お
願
い
す
る
な
ど

工
夫
し
て
取
り
組
む
役
員
も
い

る
。

　

署
名
集
約
は
５
月
末
ま
で

（
必
着
）。
あ
と
少
し
の
期
間
と

な
る
が
、
更
な
る
署
名
協
力
を

お
願
い
し
た
い
。

　

要
請
内
容
は
次
の
通
り
。
▽

診
療
所
の
経
営
状
況
を
改
善
す

る
こ
と
、
▽
原
油
不
足
に
伴
い
、

医
療
用
資
材
の
供
給
に
対
策
を

講
じ
る
こ
と
、
▽
「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類

似
薬
」
へ
の
患
者
負
担
の
追
加

を
実
施
し
な
い
こ
と
、
▽
高
額

療
養
費
制
度
の
月
額
負
担
上
限

額
引
き
上
げ
中
止
、
▽
資
格
確

認
書
を
全
て
の
被
保
険
者
に
交

付
す
る
こ
と
、
▽
診
療
報
酬
の

消
費
税
「
損
税
」
解
消
―
の
６

点
。
今
回
の
国
会
行
動
で
は
、

喫
緊
の
問
題
で
あ
る
「
医
療
用

資
材
の
供
給
不
安
」
と
「
Ｏ
Ｔ

Ｃ
類
似
薬
へ
の
追
加
負
担
」
を

中
心
と
し
た
要
請
を
行
っ
た
。

会
員
の
先
生
方
に
協
力
を

お
願
い
し
て
い
る
「
ス
ト
ッ

プ
！
患
者
負
担
増
の
反
対
署

名
」
（
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
追
加

負
担
反
対
）は
、現
在
２
千
筆
に

迫
る
勢
い
で
続
々
と
集
ま
っ
て

い
る
。Ｗ
Ｅ
Ｂ
署
名
で
は
、全
国

か
ら
既
に
１２
万
筆
が
集
ま
っ
て

お
り
、
こ
の
負
担
増

の
問
題
が
大
き
く
話

題
と
な
っ
て
い
る
。

　

患
者
の
声
と
し
て

「
日
常
に
使
う
薬
が

負
担
さ
せ
ら
れ
る
の

は
納
得
が
い
か
な

い
」、「
物
価
高
騰
に

加
え
、
一
生
飲
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
病

気
を
持
っ
て
い
る
。

見
捨
て
な
い
で
く
だ

さ
い
」、「
今
の
医
療

費
に
＋
２５
％
の
追
加

料
金
と
な
る
と
負
担

が
重
く
な
り
、
病
院

診
療
報
酬
・
医
療
用

資
材
不
足
で
要
請

新
田
章
文
議
員

　

新
田
章
文
議
員
（
衆
・
自
民
）

と
初
の
懇
談
が
実
現
。協
会
は
、

２
０
２
６
年
度
診
療
報
酬
改
定

は
本
体
３
・
０９
％
の
プ
ラ
ス
だ

が
、
大
部
分
は
賃
上
げ
費
や
物

価
対
応
で
あ
り
真
水
（
医
療
の

充
実
分
）
は
僅
か
と
指
摘
。
こ

新田議員

4・23国会行動

医科医科
第一次新点数研究会第一次新点数研究会

動画配信中動画配信中

丸尾議員 金澤議員

入院も入院も
配信中配信中
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「
調
達
め
ど
立
ち
つ
つ
あ
る
」

自
民
・
丸
尾
議
員
が
物
価
高

応
じ
た
診
療
報
酬
を
要
望

実
感
と
乖
離
？

歯
科
会
員
へ
調
査
開
始

ナ
フ
サ
供
給
問
題
に
首
相

衆
院
厚
労
委
員
会

た
。

　

金
村
龍
那
議
員
（
衆
・
維
新
）

の
秘
書
・
上
垣
氏
と
の
懇
談
で

は
、
協
会
か
ら
「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似

薬
」
の
問
題
で
要
請
。
保
険
料

は
僅
か
月
３３
円
の
軽
減
に
と
ど

ま
る
一
方
、
現
役
世
代
が
頻
繁

に
処
方
さ
れ
る
薬
剤
が
追
加
負

担
の
対
象
と
な
り
、
結
果
現
役

世
代
の
負
担
が
増
加
す
る
点
を

強
調
し
、
善
処
を
求
め
た
。

　

脇
雅
昭
議
員
（
参
・
自
民
）

の
秘
書
・
森
岡
氏
と
の
懇
談
で

は
、
医
療
用
資
材
の
供
給
不
安

に
つ
い
て
、
政
府
は
打
開
策
と

し
て
備
蓄
分
の
医
療
用
グ
ロ
ー

ブ
５
千
万
枚
を
放
出
す
る
と
し

て
い
る
が
、
診
療
所
で
の
必
要

枚
数
は
月
に
約
９
千
万
枚
と
さ

れ
て
お
り
、
策
を
打
っ
て
も
な

お
根
本
的
な
解
決
に
は
至
っ
て

い
な
い
と
い
う
認
識
を
共
有
し

た
。

　

坂
井
学
議
員
（
衆
・
自
民
）

の
秘
書
・
李
氏
と
の
懇
談
で
は
、

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
を
例
に

診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
要
請

を
行
っ
た
。
経
営
規
模
の
関
係

上
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
を

算
定
で
き
な
い
医
療
機
関
も
あ

り
、
決
し
て
経
営
に
余
裕
が
あ

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
説

明
。
李
氏
は
要
件
を
設
け
算
定

さ
せ
る
診
療
報
酬
に
つ
い
て
、

う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
の
で

あ
れ
ば
仕
組
み
の
改
善
が
必
要

と
の
認
識
を
示
し
た
。
ま
た
、

「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
」
の
追
加
負

担
問
題
に
関
連
し
、
市
販
薬
の

価
格
設
定
は
流
通
・
広
告
料
が

上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
と
し
、
構

造
改
革
の
必
要
性
に
言
及
し
た
。

　

永
田
磨
梨
奈
議
員
（
衆
・
自

民
）
の
秘
書
・
渡
部
氏
は
、
原

油
不
足
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

「
各
方
面
か
ら
要
望
を
い
た
だ

い
て
い
る
」
と
し
て
、
医
療
用

資
材
の
供
給
状
況
に
理
解
を
示

し
た
。
ま
た
、
協
会
か
ら
は
近

年
の
薬
剤
不
足
や
物
価
高
が
解

消
さ
れ
な
い
中
、
追
い
打
ち
を

か
け
る
よ
う
な
事
態
が
発
生
し

て
い
る
と
し
て
、
安
定
し
た
診

療
を
維
持
す
る
た
め
の
対
応
を

求
め
た
。

　

深
作
ヘ
ス
ス
議
員
（
衆
・
国

民
）
の
秘
書
・
新
徳
氏
と
の
懇

談
で
は
、
協
会
か
ら
診
療
報
酬
・

医
療
用
資
材
の
供
給
状
況
・「
Ｏ

Ｔ
Ｃ
類
似
薬
」
の
追
加
負
担
の

３
点
に
つ
い
て
要
請
。
特
に
Ｏ

Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
追
加
負
担
に
つ

い
て
は
、
年
代
別
受
療
率
上
位

リ
ス
ト
を
基
に
婦
人
科
系
疾
患

を
例
に
挙
げ
、
現
役
世
代
の
負

担
が
増
え
る
と
訴
え
た
。
新
徳

氏
は
、
深
作
議
員
は
医
療
情
報

サ
イ
ト
で
の
勤
務
経
験
も
あ
り

医
療
問
題
に
関
心
が
あ
る
と
し

　

医
療
物
資
の
安
定
供
給
に
向

け
て
政
府
が
取
り
組
む
と
す
る

一
方
で
、
医
療
現
場
か
ら
は
供

給
不
安
の
声
が
上
が
る
。

　

医
療
用
手
袋
等
の
原
料
と
な

る
石
油
製
品
ナ
フ
サ
の
供
給
問

題
に
つ
い
て
、
４
月
２４
日
の
衆

院
厚
労
委
員
会
で
早
稲
田
夕
季

議
員
（
衆
・
中
道
）
が
質
問
。

高
市
首
相
は
、
調
達
の
め
ど
が

立
ち
つ
つ
あ
る
と
し
、
「
も
う

ち
ょ
っ
と
先
に
な
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
ま
も
な
く
そ
ん
な
に
心

配
し
て
い
た
だ
か
な
く
て
も
い

い
情
報
を
お
伝
え
で
き
る
か
と

思
っ
て
い
る
」
と
答
弁
し
た
。

医
療
用
物
資
の
供
給
不
安
に
つ

い
て
は
、
厚
労
省
と
経
産
省
が

安
定
供
給
に
取
り
組
ん
で
い
る

と
し
た
。

　

同
日
に
は
、
第
５
回
目
の
「
中

東
情
勢
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会

議
」
が
開
か
れ
た
。

　

厚
労
省
の
資
料
に
よ
る
と
、

医
療
機
関
な
ど
か
ら
の
相
談
総

数
は
５
千
５
３
６
事
業
者
で
、

前
回
か
ら
１
週
間
で
２
千
５
８

０
事
業
者
増
加
。
供
給
不
安
が

解
決
済
み
の
品
目
と
し
て
、
新

た
に
医
療
で
は
、
▽
血
液
検
査

分
析
装
置
の
洗
浄
剤
、
▽
鼻
炎

治
療
薬
等
の
製
造
設
備
用
の
Ａ

用
チ
ュ
ー
ブ
の
製
造
販
売
業
者

の
供
給
・
在
庫
量
に
つ
い
て
は
、

９
月
末
ま
で
の
全
国
の
必
要
量

に
対
す
る
十
分
な
供
給
を
確
保

し
た
、
と
記
載
さ
れ
た
。

価
格
高
騰
に不

安
の
声

　

茨
城
県
保
険
医
協
会
は
４
月

（
要
確
認
）
に
「
中
東
情
勢
の

影
響
に
伴
う
医
療
材
料
供
給
状

況
の
緊
急
調
査
」
を
開
始
。
グ

ロ
ー
ブ
の
「
不
足
気
味
」
・「
枯

渇
」
が
６３
・
４
％
、
「
行
政
等

の
対
策
が
ほ
し
い
」
が
７３
％
と

の
結
果
だ
っ
た
。
４
月
２５
日
付

の
読
売
新
聞
・
地
域
版
で
「
『
医

療
用
手
袋
不
足
懸
念
』
９
割

県
保
険
医
協
会
『
運
営
に
支

障
』
声
も
」
と
報
じ
ら
れ
た
。

　

当
協
会
は
４
月
２４
日
に
歯
科

会
員
へ
「
医
療
物
資
の
在
庫
・

供
給
状
況
緊
急
ア
ン
ケ
ー
ト
」

を
開
始
。
▽
「
通
常
ル
ー
ト
以

外
で
買
入
す
る
と
、
倍
の
価
格

に
な
る
物
が
多
い
で
す
」
、
▽

「
出
荷
調
整
と
価
格
上
昇
が
同

時
に
起
こ
っ
て
お
り
、
医
療
継

続
の
困
難
及
び
、
コ
ス
ト
増
に

伴
う
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
悪

化
が
心
配
で
す
。
」
―
な
ど
の

声
が
届
い
て
い
る
。

　

自
民
党
の
丸
尾
南
都
子
議
員

が
４
月
２２
日
の
衆
院
厚
労
委
員

会
で
、
２
０
２
６
年
度
診
療
報

酬
改
定
の
３
・
０９
％
上
昇
に
言

及
。
都
市
部
で
は
家
賃
や
光
熱

費
、
人
件
費
の
高
騰
が
長
期
化

し
て
い
る
た
め
、
医
療
現
場
か

ら
「
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え

な
い
」
と
の
声
も
聞
い
て
い
る

と
し
、
現
場
の
コ
ス
ト
構
造
へ

の
政
府
の
認
識
を
質
し
た
。

　

上
野
厚
労
相
は
、
３
％
台
の

重
油
、
▽
消
毒
液
の
容
器
、
▽

歯
科
用
注
射
針
の
コ
ー
テ
ィ
ン

グ
剤
、
▽
透
析
装
置
洗
浄
剤
の

容
器
―
が
挙
げ
ら
れ
た
。
透
析

改
定
は
３０
年
ぶ
り
の
高
水
準

で
、
医
療
機
関
の
厳
し
い
経
営

状
況
に
配
慮
し
た
と
強
調
。
新

設
し
た
「
物
価
対
応
料
」
で
は
、

施
設
類
型
別
の
費
用
構
造
に
応

じ
た
き
め
細
か
な
対
応
を
行
う

方
針
を
説
明
し
た
。
丸
尾
議
員

は
「
医
療
機
関
の
安
定
的
な
運

営
は
地
域
医
療
の
基
盤
。
現
場

の
実
情
を
踏
ま
え
た
対
応
を
お

願
い
し
た
い
」
と
求
め
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
健
康
保
険
法
等

改
定
案
に
お
け
る
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似

薬
の
薬
剤
給
付
見
直
し
に
関

し
、
歯
科
特
有
の
受
診
控
え
や

重
症
化
リ
ス
ク
に
対
す
る
制
度

設
計
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

　

な
お
、
こ
れ
に
先
立
ち
、
協
会

は
３
月
２５
日
の
国
会
行
動
で
丸

尾
議
員
と
懇
談
を
行
っ
て
い
る
。

　

神
奈
川
県
保
険
医
協
会
で

は
１
９
６
３
年
の
設
立
以

来
、
常
に
安
全
で
質
の
高
い

医
療
の
提
供
に
努
め
る
会
員

を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
た

め
、
積
極
的
な
自
己
研
鑽
に

資
す
る
研
究
会
を
企
画
・
開

催
し
て
い
る
。
医
療
を
取
り

巻
く
情
勢
は
日
々
変
わ
る
こ

と
か
ら
、
医
科
で
は
原
則
月

２
回
（
月
例
研
究
会
・
臨
床

懇
話
会
）
、
歯
科
で
は
原
則

月
１
回
（
歯
科
臨
床
研
究
会
）

そ
れ
ぞ
れ
定
期
的
に
開
催

し
、
随
時
必
要
な
情
報
提
供

が
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い

る
。

　

協
会
が
開
催
す
る
研
究
会

の
特
徴
は
、
医
科
・
歯
科
相

互
に
乗
入
で
き
る
研
究
会
が

多
い
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
糖

尿
病
治
療
に
取
り
組
む
医
科

会
員
（
家
族
・
職
員
含
む
）
が
、

歯
周
病
の
知
識
を
深
め
る
た

め
に
歯
科
研
究
会
に
参
加
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
は

会
員
が
現
場
で
判
断
に
迷
う

機
会
を
減
ら
す
よ
う
、
診
療

科
の
垣
根
を
越
え
て
知
識
の

習
熟
を
進
め
や
す
く
す
る
た

め
だ
。
医
科
・
歯
科
共
催
の

講
座
も
検
討
中
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
歯
科
で
は
保
険

請
求
で
求
め
ら
れ
る
施
設
基

準
研
修
会
を
開
催
。
４
年
に

１
回
以
上
の
受
講
が
必
要
な

歯
科
初
診
料
や
、
口
腔
管
理

体
制
強
化
加
算
（
口
管
強
）・

在
宅
療
養
支
援
歯
科
診
療
所

（
歯
援
診
）
に
対
応
し
た
研

修
に
加
え
、
２６
年
度
診
療
報

酬
改
定
で
新
設
さ
れ
る
口
腔

機
能
実
地
指
導
料
に
係
る
歯

科
衛
生
士
向
け
の
研
修
も
今

後
開
催
予
定
だ
。

　

研
究
会
の
多
く
は
会
場
・

Ｗ
Ｅ
Ｂ
い
ず
れ
で
も
参
加
で

き
る「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
開
催
」

だ
。
多
忙
ゆ
え
に
足
が
遠
の

い
て
し
ま
い
が
ち
な
会
員
に

も
学
ぶ
機
会
を
確
保
す
る
た

め
、
で
き
る
限
り
ハ
ー
ド
ル

を
下
げ
て
い
る
。
ア
ー
カ
イ

ブ
配
信
す
る
研
究
会
も
多

く
、
後
日
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
視
聴
す
る
こ
と
も
可
能

だ
。
一
方
、
直
接
講
師
と
対

面
し
な
が
ら
聴
講
し
た
い
会

員
や
、
読
影
会
な
ど
対
面
が

効
果
的
な
企
画
も
あ
る
た

め
、
会
場
参
加
の
質
も
担
保

し
た
い
。

　

会
員
以
外
に
も
門
戸
を
広

げ
る
研
究
会
も
好
評
だ
。
コ

メ
デ
ィ
カ
ル
の
参
加
も
多
く

見
込
ま
れ
る
企
画
と
し
て
、

糖
尿
病
セ
ミ
ナ
ー
や
糖
尿
病

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
会
な
ど

は
、
神
奈
川
糖
尿
病
療
養
指

導
士
（
Ｋ
Ｌ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
）
認
定
・

更
新
の
た
め
の
研
修
会
に
位

置
づ
け
、
糖
尿
病
治
療
に
携

わ
る
職
員
の
知
識
・
技
術
の

向
上
を
後
押
し
す
る
。
ま

た
、
市
民
公
開
講
座
は
、
認

知
症
予
防
や
感
染
症
対
策
な

ど
身
近
な
テ
ー
マ
を
設
定

し
、
平
易
な
言
葉
で
わ
か
り

や
す
い
情
報
提
供
が
喜
ば
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
会
員

本
人
も
参
加
可
能
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
協
会
設
立
以

降
、
研
究
会
活
動
は
会
員
を

支
え
る
重
要
な
活
動
の
ひ
と

つ
に
位
置
付
け
て
い
る
。
研

究
会
を
通
し
た
自
己
研
鑽
は

会
員
が
自
信
を
持
っ
て
日
々

の
診
療
に
臨
む
こ
と
に
直
結

し
、
ひ
い
て
は
患
者
の
健
康

を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が

る
。
会
員
が
今
後
も
医
療
現

場
で
生
き
生
き
と
診
療
で
き

る
よ
う
、
我
々
も
魅
力
的
な

研
究
会
活
動
を
展
開
し
て
い

き
た
い
。

日
々
の
診
療
に
直
結

会
員
支
え
る
研
究
会
活
動

４
月
２３
日
国
会
行
動
・
議
員
秘
書
と
の
懇
談

（
１
面
か
ら
続
き
）

経営研究会経営研究会

継承成功の秘訣は継承成功の秘訣は
しっかりとした事前準備しっかりとした事前準備

　税対経営部は3月26日、経営研究会「【医科向け】

地域医療とスタッフを守り抜く『クリニック第三者

継承』の進め方～後継者不在の不安を解消し、納得

のリタイアを実現する実践セミナー～」を協会会議

室・WEB併用で開催。講師は総合メディカル㈱継

承支援部の飯崎正也氏が務め、46名が参加した。

　講演では、フローチャートを用いて第三者継承

の流れを解説。医院継承に必要な手続きを14のス

テップに分類し、各ステップにおいて特に重要となる事項を説明した。

氏は、継承には平均で1～2年程度かかるため、余裕をもって準備を開始

することが重要とした。後半では、医院継承における失敗例と成功例を

もとにそれぞれの要因を分かりやすく紹介し、最後に継承の成功に必要

なポイントをまとめた。継承の失敗事例では、家族との方向性のすり合

わせが不十分だったため、交渉がかなり進んだ時点で解約金を払い継承

を白紙にしたケースや、譲渡金額に組み込んでいた院内設備の故障が直

前に発覚したケースなど、事前準備の不足が失敗に繋がった。逆に成功

したケースでは、事前に継承において優先したい事項を整理し、継承相

手との妥協点を見つけることが成功に繋がった。このことから継承の成

功には、事前の準備とお互いを尊重し譲渡条件のすり合わせを行うこと

が必要と話した。

講師の飯崎氏

4月5日号2面掲載の「麻酔薬・P処薬剤点数等が変更」に誤りがあり

ましたので、訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。

【誤】OA+スキャンドネストカートリッジ3％　［Ct×2］　35点

↓

【正】OA+スキャンドネストカートリッジ3％　［Ct×2］　36点

訂
正
と
お
詫
び

訂
正
と
お
詫
び

医療ソーシャルワーカーが相談に応じます

医療費相談室
℡045-313-2225

次
回
は 5

20 14時～17時

相談無料（水）

事前予約も承ります。地域医療対策部へ
ご連絡ください（℡045-313-2111）

※通話料がかかります。
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　6月1日からの点数改定に伴うレセプト記載要領について、3月27日付で出された主

な変更点等を案内する。内容の詳細やご不明な点などは、歯科保険診療対策部まで

お問合せいただきたい（ ℡ 045‐313‐2111）。

※�全文（一覧表）は保険医協会ホームページ「いい医療ドットコム」の「会員ページ」

（https://www.hoken-i.co.jp/members/）に掲載しております。ユーザー名・パスワ

ードをご存じない方は事務局まで。

歯  科歯  科
レセプト記載要領

診療報酬

2020

改定
診療報酬

2020

改定
20262026

レセプトの記載要領（主な新設・変更点のみ）

基本診療料

　　①�電子的歯科診療情報連携体制整備加算（歯DX）又は在宅医療DX

情報活用加算（在DX）

　　→�全体の「その他」欄：点数を記載

医学管理

　　①新製有床義歯管理料（義管）

　　→「管理・リハ」欄：�「義管」の項の左欄に局部義歯、

　　　　　　　　　　　　右欄に総義歯の点数及び回数を記載

　　②�口腔機能実地指導料（口指導）

　　→「管理・リハ」欄：「口指導」の項に点数を記載

　　③歯周病患者画像活用指導料（1 口腔内画像）（口画像）

　　→「管理・リハ」欄：「P画像」の項の左欄に点数及び回数を記載

　　④歯周病患者画像活用指導料（2 顕微鏡画像）（顕画像）

　　→「管理・リハ」欄：「その他」欄に点数を記載

　　⑤小児口腔機能管理料（小機能）・口腔機能管理料（口機能）

　　→�「管理・リハ」欄：「機能」欄に点数を記載

　　　※�口腔管理体制強化加算については「その他」欄に加算点数を記載

　　⑥歯科口腔リハビリテーション料1（3 小児保隙装置の場合）

　　→「管理・リハ」欄：「その他」欄に点数及び回数を記載

処置関係

　　①�単純処置（単処）

　　→「処置・手術」欄：「単純」の項に点数及び回数を記載

　　②歯周病継続支援治療（SPT）

　　→「処置・手術」欄：「SPT」の項に点数（加算を含む）を記載

　　③�【SPTへの加算点数】口腔管理体制強化加算（口管強）・

　　　　重症化予防連携強化加算（重防）

　　→�「SPT」の項中の「＋　」欄にそれぞれ左から口管強、

　　　重防の順に当該加算を記載

歯冠修復及び欠損補綴関係

　　①暫間歯冠補綴装置（TeC）

　　→�「歯冠修復及び欠損補綴」欄：「TeC」の項に点数及び回数を記載

　　②永久歯代行の乳歯に対するCAD/CAM冠（歯CAD）

　　→�「歯冠修復及び欠損補綴」欄：後継永久歯に準じて「CAD冠」の

CAD/CAM冠材料（Ⅰ）「（Ⅰ）」、CAD/CAM冠材料（Ⅱ）「（Ⅱ）」、

またはCAD/CAM冠材料（Ⅳ）「（Ⅳ）」の項に点数及び回数を記載

　　③永久歯代行の乳歯に対するCAD/CAMインレー（CADIn）

　　→�「歯冠修復及び欠損補綴」欄：「CADIn」の項のCAD/CAM

冠材料（Ⅰ）「（Ⅰ）」またはCAD/CAM冠材料（Ⅱ）「（Ⅱ）」

の項に点数及び回数を記載

　　④チタンブリッジ（TiBr）

　　→�「歯冠修復及び欠損補綴」欄：「TiBr」の項に点数及び回数を記載

　　　�レジン前装を行った場合は「TiBr」項中の「＋　、×　」欄の右

欄に加算点数及び回数も記載

　　⑤大連結子（バー）

　　→�「歯冠修復及び欠損補綴」欄：鋳造バーのうち、鋳造用コバルト

クロム合金を用いた製作は「コバ」の項に、それぞれ点数及び

回数を記載

　　　�：大連結子の屈曲バーは、「屈曲」の項のうち、不銹鋼及び特殊

鋼による屈曲バーの製作は「不特」の項に、保持装置の使用は「保」

の項に、それぞれ点数及び回数を記載

　　⑥�3次元プリント有床義歯（3DFD）や熱可塑性樹脂有床義歯等、記

載がない歯冠修復及び欠損補綴

　　→�「歯冠修復及び欠損補綴」欄：「その他」欄に名称・部位・点数及

び回数を記載

　　⑦�有床義歯補強加算（芯補強）

　　→�「歯冠修復及び欠損補綴」欄：「その他」欄に点数及び回数を記載

その他

　　①歯科技工所ベースアップ支援料（歯技ベア）

　　→全体の「その他」欄： 点数及び回数を記載

　今年6月からの点数改定に関して、厚労省より4月20日、4月21日付で「疑義解釈（その3）」、

「同（その4）」が出された。以下、主な項目を抜粋・一部太字等で編集の上で紹介する。なお、

全容や詳細は協会ホームページ「いい医療ドットコム」等をご参照いただきたい。

【新製有床義歯管理料（義管）】（その3）
質問 回答

1

令和8年度診療報酬改定において、新製有床義

歯管理料の算定単位が「1装置」に見直されたが、

同日に複数の有床義歯を装着した場合であって

も、1装置ごとに当該有床義歯の管理に係る情

報を文書により提供することが必要となるのか。

複数の義歯に関する取扱方法等、当該有

床義歯の管理に係る情報が記載されてい

れば、1枚の文書により提供しても差し支

えない。

【画像診断】（その3）
質問 回答

2

顎関節疾患を診断するために歯科パノラマ断層撮影を1枚撮影し

た後、開閉口時の顎関節の状態等、歯科パノラマ断層撮影では当

該疾患の診断が困難であったことから、同日に顎関節に対して選

択的なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、咬頭嵌合位、

最大開口位、安静位等の異なった下顎位で一連の分割撮影を行っ

た場合、2枚目の診断料と撮影料はどのように算定すればよいか。

診断料と撮影料は所定

点数により算定する。

3
電子画像管理加算について、「同一の部位」、「同時」の取扱いを踏まえて、「同

一の部位」又は「同時」に該当しない場合は、それぞれ算定してよいか。

算定可能。

【暫間歯冠補綴装置（TeC）】（その3）
質問 回答

4

暫間歯冠補綴装置の留意事項通知について、

①�同一欠損部位に対する当該項目の再度の算定について、歯周治療用装置

の再製作を除き、歯科用暫間被覆冠成形品を算定後に、リテーナーを算

定する場合に限り、算定可能か。 

②�歯科用暫間被覆冠成形品の使用時に、固定源である欠損部の両隣在歯に

動揺が生じており連結固定が必要な場合は、固定源の歯について、暫間

固定の算定は可能か。

①そのとおり

②算定可能

【歯周病継続支援治療（SPT）】（その3）
質問 回答

5

歯周病継続支援治療の留意事項通知につい

て、「2回目以降の歯周病検査の結果、次の

いずれかに該当する状態をいう」とあるが、

当該歯周病検査とは、「D002」に掲げるいず

れかの歯周病検査（歯周基本検査・歯周精
密検査・混合歯列期歯周病検査）を行えば

よいか。

そのとおり。患者の年齢や歯周組織の状況

等に応じて「D002」に掲げる歯周病検査（歯
周基本検査・歯周精密検査・混合歯列期歯
周病検査）のいずれかの検査を実施するこ

と。なお、乳歯が含まれる歯列に対して本

区分を算定する場合においても、永久歯の

歯数に応じて算定すること。

【有床義歯】（その3）
質問 回答

6

鋳鉤、線鉤、コンビネーション鉤及び大連結子について、

歯科用貴金属を使用する特段の理由がある場合は、使

用した理由を診療録に記載することとされているが、

どのような理由が該当するのか。

例えば、鉤歯の状態により、歯

科用貴金属でなければ鉤の破折

が起こり得る等の歯科医学的な

理由が該当する。

8

歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準において、「当

該支援料を全て歯科技工所への委託費の増額に充てるこ

と。」とあるが、製作技工に要する費用の中に当該支援料

を含めて、製作技工に要する費用としてまとめて支払い

を行ってよいか。

まとめて支払うことで差し支

えない。ただし、当該支援料

が含まれることが分かる請求

書等を、算定に係る書類とし

て保存すること。

【歯科技工所ベースアップ支援料】（その4）
質問 回答

7

「歯科技工所ベースアップ支援料」の留意事項通知（3）において、「本

区分はM005に掲げる装着又はN008に掲げる装着の算定日に算定する」

とされているが、患者が理由なく来院しなくなった場合、患者の意思に

より治療を中止した場合又は患者が死亡した場合であって、補綴物等の

製作等がすでに行われているにもかかわらず、装着できない場合は、当

該支援料は算定できるのか。

未来院請求時に

算定して差し支

えない。

9
歯科診療所から歯科技工所に対する、当該支援料による委託費の増額に伴う消

費税の増額分について、当該支援料を充当することとして差し支えないか。

差し支え

ない。

歯  科歯  科
疑 義 解 釈 （ そ の 3 ・ 4 ）
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疑 義 解 釈 （ そ の 3 ・ 4 ）
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2020
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診療報酬

2020

改定
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【充実管理加算】（その3）
質問 回答

7

「令和8年3月31日において現に生活習慣病

管理料（Ⅰ）又は生活習慣病管理料（Ⅱ）

の注4に係る届出を行っている保険医療機

関については、令和9年3月31日までの間に

限り、2の（1）のア、3の（1）のア及び4

の（1）のアを満たしているものとする。」

とあるが、令和8年3月31日時点において現

に生活習慣病管理料（Ⅰ）又は生活習慣病

管理料（Ⅱ）の注4に規定する外来データ

提出加算を算定している必要があるか。

充実管理加算に係る当該経過措置について

は、令和8年4月1日から生活習慣病管理料

（Ⅰ）又は生活習慣病管理料（Ⅱ）の注4に

規定する外来データ提出加算を算定できる

よう、試行データが適切に提出されている

ものとして厚生労働省保険局医療課より通

知を受けた上で、令和8年3月31日までに様

式7の11の届出を行い、地方厚生局への手

続を終えていればよく、3月に外来データ

提出加算を算定している必要はない。

【届出関係】（その3）
質問 回答

1

令和8年度診療報酬改定に係る新

設又は要件変更となった施設基準

について網羅的な一覧はないか。

「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェッ

クリストの送付について」（令和8年4月20日厚生労

働省保険局医療課事務連絡）の別添のチェックリス

トを参照のこと。

2

令和8年度診療報酬改

定が施行される令和8

年6月診療分の施設基

準の届出に係る届出期

限についてどのように

考えればよいか。

令和8年6月診療分の施設基準の届出については、令和8年5月7

日から6月1日まで地方厚生（支）局等において受け付けている

ところ、令和8年5月下旬以降に地方厚生（支）局等の窓口は届

出が集中し、混雑が予想されることから、可能な限り令和8年5

月18日までの届出に努めること。ただし、令和8年6月診療分

の施設基準の届出に係る電子申請は令和8年5月25日から受付

開始となるため、留意すること。

　今年6月からの点数改定に関して、厚労省より4月20日、4月21日付で「疑義解釈（その3）」、「同

（その4）」が出された。以下、主な項目を抜粋等で編集の上で紹介する。なお、全容や詳細は協会

ホームページ「いい医療ドットコム」等をご参照いただきたい。

2

電子的診療情報連携体制整備加算

の施設基準について、「電子処方

箋管理サービスとの接続インター

フェースを有していること。」と

あるが、具体的には何を指すか。

電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウ

ェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表

されている状態を指す。なお、運用開始日の登録に

際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトから

運用開始日入力を行うこと。

3

電子的診療情報連携体

制整備加算の施設基準

について、「電子カルテ

情報共有サービスとの

接続インターフェース

を有していること。」と

あるが、具体的には何

を指すか。

電子カルテ情報共有サービスの運用開始日が登録され、厚生

労働省ウェブサイトにおいて電子カルテ情報共有サービス対

応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日

の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトに示

されている方法で入力を行うこと。

※�現在、ポータルサイトでの入力機能及び厚生労働省ウェブ

サイトにおける公表ページは準備中のため、準備が整い次

第、詳細については両サイトで公表予定。

4

再診料の注19及び外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備

加算について、初診料の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を

算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。また、再診料の

注19及び外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算

定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、初診料の注16に規定す

る電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるか。

いずれも

算定不可。

【電子的診療情報連携体制整備加算】（その4）
質問 回答

1

電子処方箋を発行する体

制又は調剤情報を電子処

方箋管理サービスに登録

する体制とは具体的にど

のような体制を指すか。

院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、

又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の

登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合には、

原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方

箋管理サービスに登録を行っていることを指す。

17

情報通信機器を用いた診療に係る

施設基準について、「当該保険医療

機関での対応状況を記入した「オ

ンライン診療指針」の遵守の確認

をするためのチェックリスト」と

あるが、具体的には何を指すか。

「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等に

ついて（オンライン診療関係）」（医政発0327第5号

令和8年3月27日付け厚生労働省医政局長通知）別

添3の「（医療機関向け）基準等遵守の確認をする

ためのチェックリスト」を指す。

 https://www.mhlw.go.jp/content/001681020.pdf

【情報通信機器を用いた診療】（その4）
質問 回答

16

情報通信機器を用いた診療に係る

施設基準について、「情報通信機

器を用いた診療の初診において向

精神薬の処方は行わないこと」と

あるが、初診を情報通信機器を用

いた診療で実施し、再診も情報通

信機器を用いた診療を行った場

合、向精神薬を処方することはで

きるか。

不可。令和8年4月1日に改正された医療法施行規則

第9条の6の13の第3項において「医師又は歯科医師

は、オンライン診療を行う場合において、初診でな

い場合であってその症状等について対面診療を経て

いる場合を除いては、次に掲げる処方を行ってはな

らない。」とされており、対象となる処方として「麻

薬及び向精神薬取締法第2条第1項第1号に規定する

麻薬及び同項第6号に規定する向精神薬の処方」と

されている。

【在宅医療充実体制加算】（その4）
質問 回答

18

令和8年度診療報酬改定で新設された

「在宅医療充実体制加算」の施設基準

のうち「第9」の2の（3）のエに規定

する重症の患者の割合について、届出

時に過去1年間の実績が必要なのか。

当該要件については、令和8年度中に届出を行う

場合に限り、直近3か月の実績を用いることがで

きるものとする。ただし、その場合においても、

令和9年度に算定を継続する場合には、過去1年間

の実績を必要とする。また、令和9年度以降に届

出を行う場合は、過去1年間の実績を必要とする。

19

「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の（3）

のエに規定する患者の延べ診療月数の割合について「在宅

時医学総合管理料若しくは施設入居時等医学総合管理料の

「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上

訪問診療を行っている場合」」とあるが、「別に厚生労働大

臣が定める状態の患者」に月1回訪問診療を行っている場合

についてはどう考えるか。

在宅時医学総合管理料又は

施設入居時等医学総合管理

料に規定する「別に厚生労

働大臣が定める状態の患者」

については、月1回の訪問診

療であっても延べ診療月数

に含めて差し支えない。

20

「在宅医療充実体制加算」の施設

基準のうち「第9」の2の（3）の

エに規定する患者の延べ診療月

数の割合について、「別に厚生労

働大臣が定める状態の患者に対

し、月2回以上訪問診療を行って

いる場合」やターミナルケア加

算等を算定する患者の延べ診療

月数の割合が2割以上であるこ

ととされているが、重度の認知

症の患者を診療する医療機関に

ついても同様か。

重度の認知症患者の診療についても考慮する観点から、

在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料及

び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ診療月

数に占める、適切なケアを行う重度の認知症患者（認知

症自立度Ⅳ又はMに該当する患者であって、介護者への

助言や療養方針に関する本人や介護者との意思決定支援

を継続的に行うとともに、直近3か月以内に関係機関と

の間でこれらの情報を共有し連絡調整を行った患者をい

う。以下同じ。）の延べ診療月数の割合が8分以上であり、

かつ適切なケアを行う重度の認知症患者であって在宅時

医学総合管理料を算定する患者の延べ診療月数の割合が

4分以上である場合には、当該割合が1割5分以上であれ

ば当該要件を満たすものとする。

21

在宅医療充実体制加算の施設基

準における「在宅医療を担当す

る常勤換算医師数が3名以上か

つ常勤医師数が2名以上」の要

件について、「常勤換算医師数」

の算出方法如何。

実労働時間が週31時間以上の非常勤医師については、雇

用形態に関わらず常勤の医師とみなし、常勤換算1名と

して算入する。実労働時間が週31時間に満たない非常勤

医師の実労働時間を常勤換算し算入するに当たっては、

当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間（32

時間未満の場合は、32時間）の勤務をもって常勤換算1

名として算入する。

23

在宅医療充実体制加算の施

設基準における「訪問診療

を担当する時間について常

勤換算した医師数1人当たり

の、当該保険医療機関にお

いて訪問診療を実施する患

者の実人数」の要件につい

て、「訪問診療を担当する時

間について常勤換算した医

師数」の算出方法如何。

在宅医療充実体制加算の施設基準において、「訪問診療を担

当する時間」が週32時間以上の場合は、常勤換算1名として

算入することとし、それに満たない医師については、

・�常勤医師については、原則として常勤としての所定労働時

間に占める「訪問診療を担当する時間」の割合により常勤

換算した医師数を求めることとし、常勤としての所定労働

時間が32時間を超える場合には、32時間に対する「訪問

診療を担当する時間」の割合により常勤換算した医師数を

求める

・�非常勤医師については、32時間に対する「訪問診療を担

当する時間」の割合により常勤換算した医師数を求める。

24

在宅医療充実体制加算の施設基準における

「訪問診療を担当する時間について常勤換算

した医師数1人当たりの、当該保険医療機関

において訪問診療を実施する患者の実人数」

の要件について、訪問診療の回数が月1回の

患者や施設入居時等医学総合管理料を算定す

る患者では診療に要する時間が異なるが、全

ての患者を同じようにカウントするのか。

以下のいずれかに該当する患者について

は、それぞれ70人を上限として、1人を0.5

人とみなして計算することができる。

①�在宅時医学総合管理料又は施設入居時等

医学総合管理料の単一建物診療患者が2

人以上の場合の点数を算定する患者

②月1回訪問診療を行っている患者

25

在宅医療充実体制加算

の施設基準において、

医師等の教育体制につ

いて、現に受入を行っ

ている又は過去2年度

以内の受け入れ実績を

有していることが要件

とされているが、令和

8年度又は令和9年度中

に受け入れの予定があ

る場合、令和9年度ま

での間は、現に受け入

れ実績を有していると

みなしてよいか。

よい。この場合、令和9年度中までに医学生、臨床研修医又は専

攻医等を受け入れる予定であることを示す文書を、届出書類と併

せて厚生局へ提出すること。具体的には、次の①及び②の文書が

想定される。

①�大学の医学部医学科の医学生を受け入れる場合にあっては、大

学医学部において作成している、単位に認定され、かつ、実習

において医学生が 訪問診療に同行することが分かる実習計画及

び当該保険医療機関が大学医学部から地域医療実習の実習先と

して指定されていることを証する文書、基幹型臨床研修病院又

は専門研修基幹施設等の臨床研修医又は専攻医を受け入れる場

合にあっては、当該保険医療機関が臨床研修病院群又は専門研

修連携施設に含まれていることを証する文書（臨床研修に係る

基幹施設が作成するプログラム概要や連携体制に係る文書や、

日本専門医機構等の認定を受けた専門研修プログラムにおける

連携施設のリスト等）

②�これらの機関から当該保険医療機関へ実際に医学生等の受け入

れを依頼されたことが分かる文書の写し（令和8年度又は令和9

年度に受け入れ予定であることが分かるものに限る。）

【在宅療養支援診療所】（その4）
質問 回答

26

「疑義解釈資料の送付について（その2）」（平成24

年4月20日事務連絡）別添1の問38において、連携

型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院間で、

診療を行う患者の診療情報の共有を図るために月

1回以上定期的に開催されるカンファレンスにつ

いては原則対面で行うこととされているが、オン

ライン会議を併用してもよいのか。

よい。ただし、連携に新たな医療機関

が参加する場合は、カンファレンスを

対面で開催するか、連携に新たに参加

する医療機関の常勤医師が連携内の他

の医療機関の常勤医師と対面で面談

し、連携の在り方や各医療機関の診療

方針等について共有しておくこと。

（5面に続く）
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【栄養保持を目的とした医薬品の品目について】（その4）
質問 回答

33

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和8

年3月5日保医発 0305第6号）に、「栄養保持を目的とした医薬品とは、薬効

分類がたん白アミノ酸製剤に分類される医薬品のうち、効能又は効果が「一

般に、手術後患者の栄養保持」であるものであって、用法及び用量に経口

投与が含まれるものをいう。」とあるが、栄養保持を目的とした医薬品に該

当する具体的な品目は、次のとおりでよいか。

・イノラス配合経腸用液

・エネーボ配合経腸用液

・エンシュア・H

・エンシュア・リキッド

・ツインラインNF配合経腸用液

・ラコールNF配合経腸用液

そのとおり。

2

ベースアップ評価料等の対象職員について、

保険医療機関等に直接雇用されていない場合

であっても、「疑義解釈資料の送付について（そ

の2）」（令和8年4月1日事務連絡）別添2の問2

において、一定の要件を満たす場合は、「派遣

職員（「労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律」（昭和

60年法律第88号）の第2条第2項に該当する職

員をいう。）に限り対象とすることを可能とす

る。」とあるが、この場合、派遣職員の賃金改

善に伴い増加する消費税分について、区分計

算及び実績報告書における取扱い如何。

派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税

分については、実績報告書上、「ベア等に

伴う賞与、時間外手当、法定福利費（事業

者負担分等を含む。）等の増加分に用いた

額」として計上すること。ただし、外来・

在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、入院ベー

スアップ評価料、歯科外来・在宅ベースア

ップ評価料（Ⅱ）及び訪問看護ベースアッ

プ評価料（Ⅱ）の区分計算における「月額

賃金総額」については、派遣職員の賃金改

善に伴い増加する消費税分を含めないこと。

【ベースアップ評価料】（その4）
質問 回答

1

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）及び（Ⅱ）、歯科外来・在宅ベースア

ップ評価料（Ⅰ）及び（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料の対象職員について、

「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、保険医療機関の開設者及び

管理者並びに法人の代表者及び役員はいずれも含まれないか。

そのとおり。

（4面から）
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模
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市
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沼
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江
戸
城
本
丸
を
歩
き
ま
し
ょ
う
。
将

軍
と
大
大
名
の
専
用
口
大
手
門
か
ら
入

り
ま
す
。
元
は
木
橋
で
し
た
。
橋
前
の

広
場
で
は
、
大
勢
の
従
者
が
殿
の
下
城

を
待
っ
て
お
り
ま
し
た
。
門
の
白
壁
に

あ
る
鉄
砲
狭
間
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

中
へ
入
る
と
三
の
丸
で
す
。
小
大
名

や
旗
本
は
南
の
内
桜
田
門
か
ら
三
の
丸

に
入
り
ま
す
。
さ
ら
に
少
し
進
む
と
大

手
三
之
門
で
す
。
広
い
水
堀
の
橋
台
地

に
下
乗
橋
が
架
か
り
、
現
存
す
る
正
面

の
石
垣
の
間
に
高
麗
門
が
あ
り
ま
し

た
。
御
三
家
以
外
の
大
名
は
こ
こ
で
駕

籠
を
降
り
、
数
人
の
供
を
連
れ
て
二
の

丸
に
入
っ
て
行
き
ま
し
た
。

　

大
手
三
之
門
の
枡
形
虎
口
か
ら
は
、

精
巧
な
切
込
接
の
石
垣
が
続
き
ま
す
。

巨
石
石
積
み
の
白
は
瀬
戸
内
海
、
黒
は

伊
豆
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

中
之
門
に
は
、
有
名
な
明
治

初
期
の
写
真
※

が
あ
り
ま
す

か
ら
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

見
比
べ
る
と
門
の
本
来
の
姿

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

中
之
門
を
抜
け
る
と
、
石

垣
に
圧
倒
さ
れ
る
坂
道
で

す
。
心
細
い
気
持
ち
で
歩
い

た
お
殿
様
も
い
た
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
御
三
家

も
駕
籠
を
降
り
る
中
雀
門
を

過
ぎ
れ
ば
、
今
は
大
芝
生
に

な
っ
て
い
る
本
丸
跡
と
な
り

ま
す
。
富
士
見
櫓
と
富
士
見

多
門
を
見
学
し
終
え
た
ら
、
大
芝
生
で

江
戸
城
至
福
の
ひ
と
時
を
過
ご
し
ま
す
。

　

汐
見
坂
を
下
り
、
二
の
丸
の
日
本
庭

園
に
行
く
と
、
外
国
人
観
光
客
で
い
っ

ぱ
い
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
各
国
の

会
話
が
耳
に
入
っ
て
き
ま
す
。

　

本
丸
天
守
台
に
戻
り
ま
す
。
明
暦
の

大
火
で
は
天
守
が
焼
け
落
ち
た
た
め
、

加
賀
前
田
家
が
、
こ
の
新
し
い
白
い
天

守
台
を
献
上
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
家

光
弟
の
保
科
正
之
は
、
民
の
暮
ら
し
再

生
を
優
先
し
天
守
再
建
計
画
を
却
下
。

そ
の
後
天
守
は
築
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

最
近
、
観
光
振
興
の
た
め
に
再
建
運

動
が
あ
り
ま
す
が
、
正
之
な
ら
「
あ
ま

た
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
が
来
た
れ
ば
、
天
守

再
建
不
要
で
ご
ざ
る
。
そ
の
費
え
、
窓

口
負
担
ゼ
ロ
に
使
う
が
よ
か
ろ
う
。
」

と
言
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
後
は
、
北
桔
橋
門
を
出
て
、
竹
橋

門
跡
と
平
川
門
を
見
て
、
将
門
塚
を
お
参

り
し
て
帰
り
ま
す
。（
次
回
は
山
中
城
）

お城の歩き方

肩
・
肘
の
関
節
の
強
直
が
進
み
、

最
終
的
に
は
歩
行
も
困
難
に
な

っ
た
。
そ
れ
で
も
彼
は
決
し
て

絵
筆
を
置
く
こ
と
は
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
身
体
的
な
制
約

が
増
す
に
つ
れ
て
、
よ
り
鮮
や

か
で
生
命
力
に
満
ち
た
作
品
に

な
っ
て
い
っ
た
。
ル
ノ
ワ
ー
ル

の
適
応
戦
略
は
現
代
の
患
者
に

と
っ
て
も
学
ぶ
べ
き
点
が
多

い
。
彼
は
問
題
焦
点
型
と
感
情

焦
点
型
の
両
方
の
対
処
法
を
巧

み
に
使
い
分
け
て
い
た
。

　

物
理
的
な
制
約
に
対
し
て

は
、
水
平
シ
リ
ン
ダ
ー
と
ク
ラ

ン
ク
を
使
い
、
大
き
な
キ
ャ
ン

バ
ス
の
特
定
の
部
分
を
手
の
届

く
範
囲
に
持
っ
て
く
る
シ
ス
テ

ム
を
考
案
し
、
筆
を
握
れ
な
く

な
る
と
柔
ら
か
い
布
で
包
ん
だ

握
り
こ
ぶ
し
に
筆
を
固
定
し
て

も
ら
っ
た
。
パ
レ
ッ
ト
は
膝
の

間
に
挟
み
、
後
に
は
車
椅
子
に

取
り
付
け
て
左
右
に
回
転
で
き

る
よ
う
に
工
夫
し
た
。

　

心
理
的
な
適
応
に
お
い
て

も
、
活
動
の
ペ
ー
ス
を
調
整
し

制
限
を
受
け
入
れ
、
絵
画
を
通

じ
て
人
生
の
意
味
を
見
出
し
続

け
た
。
た
だ
し
、
家
族
や
友
人

の
支
援
を
受
け
入
れ
な
が
ら

も
、
決
し
て
自
分
を
障
害
者
と

見
な
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

特
に
印
象
的
な
の
は
、
１
９

１
２
年
の
出
来
事
で
あ
る
。
１

９
０
７
年
以
降
、
次
第
に
歩
行

が
困
難
に
な
り
、
車
椅
子
生
活

に
な
っ
て
い
た
。
著
名
な
医
師

の
治
療
に
よ
り
２
年
ぶ
り
に
歩

い
た
も
の
の
、
数
週
間
後
に
歩

く
こ
と
を
放
棄
し
た
。「
歩
く

に
は
全
て
の
意
志
力
が
必
要

で
、
絵
を
描
く
た
め
の
力
が
残

ら
な
い
」
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
決
断
は
、
彼
に
と
っ
て
絵

画
が
い
か
に
重
要
な
存
在
で
あ

っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

晩
年
の
関
節
リ
ウ
マ
チ
が
最

も
重
篤
な
状
態
に
あ
っ
た
時
期

に
、
最
も
素
晴
ら
し
い
作
品
の

　

印
象
派
の
巨
匠
ピ
エ
ー
ル
＝

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ル
ノ
ワ
ー
ル

（
１
８
４
１
―
１
９
１
９
）
の

名
前
を
聞
け
ば
、
誰
も
が
色
彩

豊
か
で
温
か
み
の
あ
る
作
品
を

思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
偉
大
な
画
家
が
人
生

最
後
の
２０
年
間
を
、
慢
性
関
節

リ
ウ
マ
チ
と
闘
い
な
が
ら
創
作

活
動
を
続
け
て
い
た
こ
と
を
知

る
人
は
少
な
い
。

　

ル
ノ
ワ
ー
ル
の
関
節
リ
ウ
マ

チ
は
５０
歳
の
１
８
９
２
年
頃
に

始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
病
状
の

進
行
と
と
も
に
手
指
の
変
形
や

い
く
つ
か
を
生
み
出
し
た
と
さ

え
言
わ
れ
て
い
る
。
車
椅
子
に

座
り
な
が
ら
も
高
さ
５
フ
ィ
ー

ト
、
幅
３
フ
ィ
ー
ト
の
大
作「
狩

人
姿
の
ジ
ャ
ン
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
」

（
１
９
１
０
）
を
完
成
さ
せ
、

批
評
家
た
ち
の
「
関
節
リ
ウ
マ

チ
で
小
さ
な
作
品
や
水
平
な
作

品
し
か
描
け
な
い
」
と
い
う
批

判
に
答
え
た
。

　

「
な
ぜ
芸
術
が
美
し
く
あ
っ

て
は
い
け
な
い
の
か
？
こ
の
世

に
は
す
で
に
十
分
に
不
快
な
こ

と
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、

困
難
に
直
面
し
た
と
き
の
彼
の

人
生
哲
学
を
端
的
に
表
し
て
い

る
。
彼
の
作
品
が
今
な
お
多
く

の
人
々
に
愛
さ
れ
続
け
て
い
る

の
は
、
そ
の
美
し
さ
だ
け
で
な

く
、
逆
境
を
乗
り
越
え
る
人
間

の
精
神
力
の
証
左
と
し
て
機
能

し
て
い
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ

な
い
。

　手が変形しても絵筆を離さなかった印象派の

巨匠。 車椅子から描いた大作、 工夫された画

材の固定法。 現代の患者の生活の質 （QOL）

向上にも通じる、 適応と創意工夫の物語 （毎

月1回連載）。

慢性関節リウマチと闘った慢性関節リウマチと闘った

ルノワールの創造力ルノワールの創造力
川崎市川崎区　谷本　哲也

ピエール＝オーギュスト・ルノワ
ール『ピ アノに寄る娘たち』1886
年、オルセー美術館（事務局撮影）

医科学から

読み解く

西洋画家の物語
～第四回～

医科学から

読み解く

西洋画家の物語
～第四回～

新聞「銷夏特集号」投稿募集新聞「銷夏特集号」投稿募集
　保険医新聞「銷夏特集号」（2026年8月5・15日号）は、会員からの投稿を中心に作成い保険医新聞「銷夏特集号」（2026年8月5・15日号）は、会員からの投稿を中心に作成い
たします。たします。下記の自由投稿のほか、随筆、写真・絵画、俳句・短歌などの投稿もお待ち下記の自由投稿のほか、随筆、写真・絵画、俳句・短歌などの投稿もお待ち
しております。しております。

《投稿テーマ》なし（自由）《文字数》 《投稿テーマ》なし（自由）《文字数》 700文字以内“厳守”700文字以内“厳守”《締切り》 《締切り》 6月15日（月）必着6月15日（月）必着 

《送付先》郵送、FAX、メール〈kanahoi-shinbun@hoken-i.co.jp〉等でお送りください。《送付先》郵送、FAX、メール〈kanahoi-shinbun@hoken-i.co.jp〉等でお送りください。

　　　　 　　　　  ご不明点は新聞部まで（ ご不明点は新聞部まで（ ℡ ℡ 045-313-2111）。045-313-2111）。

※ 投稿は会員本人からの作品のみを受け付けさせていただきます。投稿者には薄謝を進呈いたします。※ 投稿は会員本人からの作品のみを受け付けさせていただきます。投稿者には薄謝を進呈いたします。

30

「疑義解釈資料の送付について（その2）」（令和8年4月

1日事務連絡）別添1の問89において、「（答）往診担当

日の前日以前に、往診医が当該保険医療機関に直接訪

問することによる対面での面談（中略）により、実施

すること。」とあるが、当該面談は、当該保険医療機

関外で行うことも可能か。

可能。その場合には、往診医は

往診担当日の往診前までに、当

該保険医療機関を訪問し、当該

保険医療機関の職員から、診療

録の記入方法、診療方針等の共

有を受ける必要がある。

31

「疑義解釈資料の送付について（その

2）」（令和8年4月1日事務連絡）別添1

の問89において、「（答）往診担当日の

前日以前に、往診医が当該保険医療機

関に直接訪問することによる対面での

面談（中略）により、実施すること。」

とあるが、令和8年6月までに往診医全

員に対面での面談を行うことが困難で

ある場合、どのように対応すればよいか。

診療方針等について十分に共有できるよう、

対面での面談の計画等の体制整備を進めてお

り、文書等により具体的な計画が分かるよう

に定めている場合は、令和8年12月31日までの

間に限り、24時間往診が可能な体制を満たす

ものとする。ただし、令和9年1月1日以降は、

往診を担当するのは対面で面談を行った医師

等に限ること。

【在宅療養支援診療所】（その4）
質問 回答

28

「疑義解釈資料の送付について（その2）」（令

和8年4月1日事務連絡）別添1の問91におい

て、予め文書で氏名等を提供している医師

についての面談の要件が示されているが、

連携型機能強化型在宅療養支援診療所の医

師であって、自院において訪問診療等に従

事している医師は、「当該保険医療機関にお

いて訪問診療等に従事している、又は訪問

診療等に従事している医師と同じ保険医療

機関内で日常的に対話をしている医師」に

含まれるか。

連携型機能強化型在宅療養支援診療所に

勤務する医師であって、自院において訪

問診療等を担当している医師（往診担当

日の前日又はそれ以前において当該保険

医療機関の診療録を閲覧できる医師であ

って、必要に応じて往診の対象となる患

者の診療方針等について訪問診療を行う

医師と共有している、当該保険医療機関

からの往診経験を10回以上有する往診担

当医師を含む。）の場合は、含まれるもの

とみなす。
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昭和３８年８月２３日
第三種郵便物認可 神 奈 川 県 保 険 医 新 聞 （毎月３回５の日発行）（ ） 2026 年 5 月 5・15 日7 第 2319 号 （ ）6

研究会研究会
案内案内

WEB参加の申込みは、協会
HP「いい医療ドットコム」
のイベントカレンダーから
もできます。「神奈川県保
険医協会」で検索を！

神奈川県保険医協会※  研究会に会場参加の際は、マスク着用・手指の消毒等の感染症対策にご協力ください。また発熱症
状等がある場合は参加をお控えください。　　　　　　　　　　※ 必ず事前にお申込みください。

※新型コロナウイルス感染拡大や天災等により、急遽開催形式を変更または中止させていただく場合がご
ざいます。その場合は当会HP「いい医療ドットコム」にて適宜お知らせします。予めご承知おき願います。

※ 協会行事においては、その模様を写真撮影し、記事とともに機関紙に掲載することがありますので予めご了承ください。

5月23日(土)午後6時～

写
真
教
室
（
旧
・
写
真
合
評
会
）

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室

講
　
師
　
日
本
写
真
家
協
会
会
員

　
　
　
　
二
科
会
写
真
部
会
員

榊
原　

俊
寿
氏

参
加
費
　
５
０
０
円
（
当
日
支
払
）

参
加
対
象
　
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

定
　
員
　
１０
名

※
持
参
作
品
は
一
人
１０
点
ま
で
。
紙
焼
き
、
デ
ジ
タ
ル
デ

ー
タ
、
白
黒
・
カ
ラ
ー
、
サ
イ
ズ
不
問
で
す
。
六
つ
切

り
、
Ａ
４
サ
イ
ズ
な
ど
の
作
品
は
協
会
会
議
室
へ
の
展

示
の
た
め
、
お
借
り
す
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
デ
ジ

タ
ル
デ
ー
タ
の
場
合
は
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
な
ど
で
お
持
ち

込
み
く
だ
さ
い
。

お
申
込
み
　
文
化
部

５
月
１２
日
（
火
）

横
浜
支
部
幹
事
会
・
総
会
・

記
念
講
演
１９
時
。
湘
南
支

部
幹
事
会
・
総
会
・
記
念

講
演
１９
時
。

５
月
１３
日
（
水
）

地
域
医
療
対
策
部
会
１９
時
３０

分
。
学
術
部
会
１９
時
３０
分
。

相
模
原
支
部
幹
事
会
・
総
会

１９
時
３０
分
。

５
月
１４
日
（
木
）

Ｊ
Ｏ
Ｙ
会
研
究
会
１９
時
。
歯

科
新
点
数
研
究
会
（
相
模
原

会
場
）
１９
時
。

５
月
１５
日
（
金
）

歯
科
特
別
研
究
会
（
口
腔

機
能
実
地
指
導
料

施
設
基

準
研
修
会
）
１９
時
。
新
聞
部

会
１９
時
３０
分
。

５
月
１８
日
（
月
）

政
策
部
会
１９
時
３０
分
。

５
月
１９
日
（
火
）

歯
科
新
点
数
研
究
会
（
茅
ヶ

崎
会
場
）
１９
時
。
横
須
賀
支

部
幹
事
会
・
総
会
・
記
念
講

演
１９
時
。

５
月
２０
日
（
水
）

医
療
費
相
談
室
１４
時
。
医
科

第
二
次
新
点
数
研
究
会
（
茅

ヶ
崎
会
場
）
１９
時
３０
分
。
医

療
運
動
部
会
１９
時
３０
分
。

５
月
２１
日
（
木
）

医
科
第
二
次
新
点
数
研
究
会

（
横
浜
会
場
）１４
時
３０
分
。
歯

科
保
険
診
療
対
策
部
会
１９
時
。

５
月
２２
日
（
金
）

鎌
倉
支
部
幹
事
会
・
総
会
・

記
念
講
演
１８
時
４５
分
。
歯
科

新
点
数
研
究
会
（
川
崎
会

場
）１９
時
。

５
月
２３
日
（
土
）

市
民
公
開
講
座
１４
時
３０
分
。

文
化
部
・
己
書
教
室
１６
時
。

写
真
教
室
１８
時
。

５
月
２４
日
（
日
）

歯
科
新
点
数
研
究
会
（
横
浜

会
場
）
１９
時
。

５
月
２５
日
（
月
）

川
崎
支
部
幹
事
会
・
総
会
・

記
念
講
演
１９
時
。

５
月
２６
日
（
火
）

新
聞
編
集
会
議
１９
時
。
総
務

部
会
１９
時
３０
分
。

５
月
２７
日
（
水
）

医
科
第
二
次
新
点
数
研
究
会

（
県
央
会
場
）
１４
時
。
文
化

部
会
１９
時
１５
分
。
税
対
経
営

部
会
２０
時
。

会場参加のお申込み・お問合せは、協会事務局（℡：045-313-2111）までご連絡ください

研
究
会
参
加
費
に
つ
い
て

　
特
に
記
載
の
な
い
研
究
会
、
講
習
会
の
参
加
費
は
無
料
で
す
。
参
加
費
を

い
た
だ
く
研
究
会
は
、
電
話
で
お
申
込
み
の
上
、
郵
便
口
座
に
参
加
費
を
お

振
込
み
く
だ
さ
い
。
尚
、
通
信
欄
に
①
研
究
会
名
、
②
医
療
機
関
の
ご
連
絡

先
を
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

郵
便
口
座
名

神
奈
川
県
保
険
医
協
会
　
口
座
番
号

０
０
２
６
０
‐
２
‐
２
２
２
０

◆
協
会
へ
お
越
し
の
皆
様
へ
（
お
願
い
）

　
協
会
に
駐
車
場
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ご
自
身
で
駐
車
場
を
確
保
い
た
だ
く

か
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
㈱
デ
ン
ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録
商
標
で
す
。

※
《
重
要
》
神
奈
川
県
医
師
会
の
要
請
に
よ
り
、
日
医
生
涯
教
育
講
座
（
Ｃ
Ｃ
）

の
単
位
取
得
を
希
望
す
る
場
合
は
、
①
性
別
、
②
医
籍
登
録
番
号
、
③
（
医
師

会
会
員
の
場
合
は
）
所
属
郡
市
医
師
会
名
の
登
録
が
必
須
と
な
り
ま
す
（
２５
年

４
月
よ
り
変
更
）。
未
入
力
・
入
力
間
違
い
等
不
備
が
あ
る
場
合
、
単
位
を
取
得

い
た
だ
け
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
（
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
当
会
は
一
切

の
責
任
を
負
い
か
ね
ま
す
）。
な
お
、
会
場
参
加
の
場
合
は
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
申
込
時
に

所
定
の
欄
に
ご
記
載
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加
で
単
位
取
得
を
希
望
す

る
場
合
は
参
加
時
間
が
単
位
取
得
に
影
響
し
ま
す
の
で
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

6月4日(木)午後7時～

歯

科

臨

床

研

究

会

　

現
在
、
日
本
は
平
均
寿
命
の
著
し
い
延
び
と
と
も
に
高

齢
者
人
口
が
増
加
し
、
歯
科
医
院
を
受
診
す
る
高
齢
者
の

割
合
も
経
時
的
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
歯
科
疾
患
も
残
存

歯
の
増
加
と
と
も
に
歯
周
疾
患
の
割
合
が
増
加
し
、
高
齢

者
の
抜
歯
機
会
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
高
齢
者
は
基
礎

疾
患
等
の
有
病
率
が
高
く
、
全
身
状
態
に
配
慮
し
た
抜
歯

が
必
要
で
す
。
本
研
究
会
で
は
日
常
臨
床
で
遭
遇
す
る
割

合
が
多
い
高
齢
者
の
抜
歯
、
特
に
近
年
使
用
頻
度
が
増
加

傾
向
で
あ
る
骨
吸
収
抑
制
薬
使
用
患
者
の
抜
歯
に
つ
い
て

お
話
し
い
た
し
ま
す
。

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ
　「
高
齢
者
の
抜
歯
」

講
　
師
　
横
浜
市
立
大
学
附
属
市
民
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
歯
科
・
口
腔
外
科
・
矯
正
歯
科

　
　
　
　
助
教

大
澤　

昂
平
氏

参
加
対
象
　
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

：

定
員
５０
名

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

お
申
込
み
　
歯
科
研
究
部

5月12日
～5月27日

第第41回 保団連医療研究フォーラム＠東京41回 保団連医療研究フォーラム＠東京     　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 「人と人とを結ぶ地域の医療」「人と人とを結ぶ地域の医療」

◆資料請求は協会・学術部まで◆資料請求は協会・学術部まで（（    ℡  ℡  045‐313‐2111）045‐313‐2111）。。 主催：全国保険医団体連合会 主催：全国保険医団体連合会

10月11日（日）～12日（月・祝）
会　場 都市センターホテル
　　　　〒102-0093 千代田区平河町2-4-1
形式　　現地
参加費 医師・歯科医師：9,000円

　　　 コ・メディカル：1,000円

10月12日のスケジュール

ポスターセッション【質疑5分、12演題予定】

分科会（6テーマ）【各発表8分+質疑4分、15演題予定】
テーマ
①在宅医療・介護      　         ②医科診療の研究と工夫

③歯科診療の研究と工夫           ④医科歯科連携した研究と日常診療の工夫   

⑤災害、公害、環境、職業病  　   ⑥医学史・医療運動史・医療と裁判

分科会・ポスターセッション分科会・ポスターセッション

演題募集演題募集 応募締切：6月30日（火）

5月23日(土)午後2時30分～

市

民

公

開

講

座

　

神
奈
川
県
保
険
医
協
会
の
市
民
公
開
講
座
に
よ
う
こ

そ
。
今
回
は
、
「
医
療
情
報
の
見
極
め
方
」
が
テ
ー
マ
で

す
。
ネ
ッ
ト
に
溢
れ
る
医
療
情
報
や
補
完
代
替
療
法
に

つ
い
て
、
患
者
さ
ん
自
身
や
家
族
が
身
を
守
る
た
め
に
、

何
が
で
き
る
の
か
。
お
ふ
た
り
の
専
門
家
に
、
医
師
・

弁
護
士
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。

ご
近
所
の
方
に
も
お
声
が
け
・
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
、

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ

「
医
療
情
報
の
見
分
け
方
講
座

―
そ
の
医
療
情
報
、
フ
ェ
イ

ク
か
も
!?
家
族
を
守
る
視
点

を
身
に
つ
け
よ
う
！
―
」

講
演
①

テ
ー
マ
　「
健
康
・
医
療
情
報
の
見
極
め
方
・

向
き
合
い
方

―
が
ん
の
免
疫
療
法
を
中
心
に
―
」

講
　
師
　
日
本
医
科
大
学
武
蔵
小
杉
病
院

腫
瘍
内
科

　
　
　
　
教
授

勝
俣　

範
之
氏

講
演
②

テ
ー
マ
　「
補
完
代
替
療
法
へ
の
自
衛
策
」

講
　
師
　
弁
護
士
法
人
御
堂
筋
法
律
事
務
所

　
　
　
　
弁
護
士

山
崎　

祥
光
氏

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

：

定
員
８０
名

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

※
日
医
生
涯
教
育
講
座
Ｃ
Ｃ「
７
（
医
療
の
質
と
安
全
）」

２
単
位
申
請
中

　【
医
籍
番
号
の
入
力
に
つ
い
て
（
下
記
《
重
要
》
参
照
）】

※
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
「
イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー
」に

て
チ
ラ
シ（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
）を
配
布
中
で
す
。
院
内
掲
示
に
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

お
申
込
み
　
研
究
部
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第34回 在宅医療・介護セミナー第34回 在宅医療・介護セミナー

地域BCPのススメ地域BCPのススメ
—スタッフ、 患者、 そして住民の—スタッフ、 患者、 そして住民の

いのちと暮らしを守るために—いのちと暮らしを守るために—

　申込方法　申込方法　プログラム　プログラム

18：30～　開会挨拶＆講師紹介18：30～　開会挨拶＆講師紹介 

　 　 当会地域医療対策部部長、オカダ外科医院院長   当会地域医療対策部部長、オカダ外科医院院長   岡田 孝弘氏岡田 孝弘氏

18：35～　講演（60分）

講師：慶応義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室 講師慶応義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室 講師

　　　一般社団法人 コミュニティヘルス研究機構　　　一般社団法人 コミュニティヘルス研究機構

　　　機構長・理事長　　　機構長・理事長 山岸 暁美氏山岸 暁美氏

19：35～　質疑応答19：35～　質疑応答
20：00　　閉会20：00　　閉会
※ 十分な質疑応答の時間を設け、現場が抱える個別の疑問を解消すること※ 十分な質疑応答の時間を設け、現場が抱える個別の疑問を解消すること

で、実効性あるBCP策定を後押しします。で、実効性あるBCP策定を後押しします。

　本研修は、 災害時や感染症拡大時においても医療 ・ ケア提供を途切れさせな　本研修は、 災害時や感染症拡大時においても医療 ・ ケア提供を途切れさせな

いため、 実効性あるBCPの理解を高めることを目的とします。 平時からの多いため、 実効性あるBCPの理解を高めることを目的とします。 平時からの多

機関連携、 役割分担、 情報共有のあり方を確認した上で、 サージキャパシティ機関連携、 役割分担、 情報共有のあり方を確認した上で、 サージキャパシティ

への対応を含め、有事でも持続可能な医療・ケア提供体制の構築を目指します。への対応を含め、有事でも持続可能な医療・ケア提供体制の構築を目指します。  

※2026年度診療報酬改定で、 在宅療養支援病院 ・ 診療所、 および機能強化※2026年度診療報酬改定で、 在宅療養支援病院 ・ 診療所、 および機能強化

加算を算定する医療機関に対し、 災害 ・ 感染症発生時における業務継続計画加算を算定する医療機関に対し、 災害 ・ 感染症発生時における業務継続計画

（BCP） の策定が施設基準として義務化されます。 【経過措置2027年5月末】（BCP） の策定が施設基準として義務化されます。 【経過措置2027年5月末】

参加対象参加対象　医師・歯科医師、医療・介護福祉職等

定　　員定　　員　1,000名（現地定員50名）1,000名（現地定員50名）

お問合せお問合せ　地域医療対策部 地域医療対策部  ℡℡ 045‐313‐2111045‐313‐2111

＊ 日医生涯教育講座CC＊ 日医生涯教育講座CC14「災害医療」14「災害医療」（1単位）（1単位）

  【医籍番号の入力について（6面左下≪重要≫参照）】  【医籍番号の入力について（6面左下≪重要≫参照）】

【WEB参加】右のQRコードまたは以下のURLから

　　　　　　事前登録をお願いします。

https://x.gd/u0rNa
※ 協会ホームページのイベントカレンダーからも ※ 協会ホームページのイベントカレンダーからも 

ご登録いただけます。ご登録いただけます。

【現地参加】お電話にてお申込みください。

5.30（土）

協会会議室とWEBのハイブリッド開催

18：30～20：00

参加費
無料

現地・WEB
同時開催

【主催】神奈川県保険医協会【後援】神奈川県、横浜市医療局、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、

三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、

開成町、箱根町、湯河原町、愛川町、清川村、公益社団法人神奈川県医師会、公益社団法人神奈川県薬剤師会、一般社団法人横浜市医師会、公益社団法人

川崎市医師会、一般社団法人横須賀市医師会、一般社団法人横浜市歯科医師会、公益社団法人神奈川県病院協会、一般社団法人神奈川県精神科病院協会、

公益社団法人神奈川県看護協会、一般社団法人日本精神科看護協会神奈川県支部、一般社団法人神奈川県訪問看護ステーション協議会、公益社団法人神奈

川県病院薬剤師会、一般社団法人横浜市薬剤師会、公益社団法人神奈川県理学療法士会、一般社団法人神奈川県作業療法士会、神奈川県言語聴覚士会、一

般社団法人神奈川県臨床検査技師会、公益社団法人神奈川県臨床工学技士会、公益社団法人神奈川県放射線技師会、公益社団法人神奈川県栄養士会、公益

社団法人神奈川県社会福祉士会、一般社団法人神奈川県医療ソーシャルワーカー協会、公益財団法人神奈川県予防医学協会、公益財団法人かながわ健康財団、

日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県公衆衛生協会、神奈川県国民健康保険団体連合会、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会、社会福祉法人横浜市社会

福祉協議会、社会福祉法人川崎市社会福祉協議会、公益社団法人神奈川県介護福祉士会、一般社団法人神奈川県高齢者福祉施設協議会、神奈川県認知症高

齢者グループホーム協議会、一般社団法人神奈川県介護支援専門員協会、一般社団法人横浜市介護支援専門員協議会、社会福祉法人横浜市福祉サービス協会、

川崎市福祉サービス協議会、公益社団法人認知症の人と家族の会神奈川県支部、一般社団法人神奈川県知的障害施設団体連合会、NPO法人フュージョンコ

ムかながわ・県肢体不自由児協会（4月26日現在、順不同・敬称略）

名義後援名義後援
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